
政
令
第
百
九
十
一
号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
四
第

二
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
ホ
中
「
こ
え
」
を
「
超
え
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第
十

二
号
中
「
か
つ
」
及
び
「
あ
つ
て
は
」
の
下
に
「
、
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
」
を
加
え
、
同
項
第
十
三
号
中
「
も

れ
」
を
「
漏
れ
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
取
扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「
あ
た
つ
て
」
を
「
当

た
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
中
「
さ
び
ど
め
」
を
「
さ
び
止
め
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
ハ
中
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
改
め
、

同
項
第
十
号
の
二
ル
中
「
か
つ
」
及
び
「
あ
つ
て
は
」
の
下
に
「
、
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
、
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
専
ら
」
を
削
り
、
「
行
う
」
を
「
専
ら
行
う
」
に

改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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五
の
二　

危
険
物
を
用
い
た
蓄
電
池
を
製
造
し
、
又
は
充
電
し
、
若
し
く
は
放
電
す
る
作
業
を
専
ら
行
う
一
般
取
扱
所
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱
所

第
二
十
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

次
に
掲
げ
る
製
造
所
等
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
二
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所

二　

前
条
第
二
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
一
般
取
扱
所
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

三　

前
条
第
二
項
第
九
号
に
掲
げ
る
一
般
取
扱
所
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

第
二
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
取
扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
の
二
中
「
規

定
」
の
下
に
「
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
給
油
取
扱
所
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前
号
（
イ
か
ら
ハ
ま

で
及
び
チ
を
除
く
。
）
の
規
定
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
一
号
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ　

塊
状
の
硫
黄
等
を
運
搬
す
る
た
め
積
載
す
る
場
合



ロ　

危
険
物
が
漏
れ
、
あ
ふ
れ
、
又
は
飛
散
す
る
お
そ
れ
が
少
な
く
、
か
つ
、
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
、
総
務

省
令
で
定
め
る
場
合

ハ　

危
険
物
を
一
の
製
造
所
等
か
ら
当
該
製
造
所
等
の
存
す
る
敷
地
と
同
一
の
敷
地
内
に
存
す
る
他
の
製
造
所
等
へ
運
搬

す
る
た
め
積
載
す
る
場
合

第
四
十
条
第
二
項
中
「
四
千
七
百
円
」
を
「
五
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




